
© 2024 KPMG Tax Corporation, a tax corporation incorporated under the Japanese CPTA Law and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms 
affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

政府間協議
（相互協議）の合意・解決支援

移転価格課税による二重課税の排除と相互協議

移転価格課税により発生する二重課税

移転価格税制により課税が行われた場合、グループ全体
でみれば経済的二重課税が発生することとなります。ま
た、移転価格税制による課税額は一般的には非常に高額
となることから、キャッシュフローおよび連結純利益に
大きな影響を及ぼします。

したがって、この移転価格課税により発生する二重課税
は企業にとってどうしても回避しなければならない重要
事項です。

二重課税の排除ための「相互協議」制度

上記の二重課税を排除するためには、国際的二重課税等
の租税条約の理念に反する課税を排除するために租税条
約で定められている「相互協議」の活用が不可欠となり
ます。「相互協議」は、租税条約の理念に反する課税を
受けた場合に、租税条約締結国の政府間双方（締結国の
権限ある当局間）で行われる協議です。このように相互
協議は政府間協議であるため、納税者は直接協議には参
加できません。また、相互協議は租税条約に基づいて行
われる協議ですから、租税条約を締結していない国とは
行うことはできません。

相互協議の活用

「相互協議」を利用し、移転価格課税による二重課税を
排除する方法は、次の二つに分けることができます。

移転価格課税後の二重課税の排除

「相互協議」は、移転価格課税から発生した経済的二重
課税の排除のために申請することができます。相互協議
において政府間で合意に至った場合には、移転価格課税
により発生した二重課税が全部あるいは一部排除される
ことになります。

事前準備による移転価格課税リスクの排除（2国間
および多国間事前確認）

事前準備による移転価格二重課税リスクの排除を目的と
して、「相互協議」を利用することができます。これは、
2国間あるいは多国間事前確認制度（Advance Pricing

Arrangement）と呼ばれ、移転価格（算出方法）につい
て事前に関係する2国あるいは多国の税務当局が合意す
ることになります。

したがって、企業の関連者間取引における移転価格が権
限ある当局との合意内容に従ったものであれば、移転価
格課税のリスクが事前に排除できます。また、事前確認
制度は、1国内における税務当局のみと合意を締結する
ことも可能ですが、２国間あるいは多数国間での移転価
格二重課税リスクを排除するには、「相互協議」に基づ
く2国間および多国間事前確認により合意を締結してい
くことが必要です。

このように、相互協議は移転価格課税がなされた後の二
重課税の排除のみならず、事前に移転価格に関する二重
課税のリスクを複数の国で排除したい企業にとって非常
に有効な制度です。

相互協議手続きの概要

「相互協議」は租税条約の各締結国間の政府間協議であ
るため、納税者は直接に参加することができず、協議に
必要な資料を提出するにとどまります。自国の権限ある
当局は、納税者による相互協議の申立てを受けて、条約
相手国の権限ある当局との間で二重課税等を排除するた
めに協議を行います。

相互協議権限ある当局
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１．移転価格課税後における諸手続き（例：対米国）

相互協議手続きとしては、（1）移転価格課税後における諸手続き、および
（2）事前確認制度における諸手続き、それぞれ上記のように図示することが
できます。

上記のように相互協議の申立てが行われた後の、権限ある当局間の「相互協
議」の方法としては、（1）書簡の交換による協議と、（2）会合による協議
があります。

（1）書簡の交換による協議

これについては、「ポジションペーパー」と呼ばれる書簡が、一方の国の権
限ある当局から、相手国の権限ある当局へ送付され協議が行われます。

（2）会合による協議

必要に応じて（1）の手続きにより作成された「ポジションペーパー」をベー
スとして、直接会合による意見交換である、「会合による協議」が持たれる
こととなります。

国税庁 内国歳入庁
（IRS)

国税審議官
（国際担当）

国際業務課
相互協議室

更正通知 納付
（約30日以内）

日本法人
グループ間取引

Assistant
Commissioner

Office of Assistant
Commissioner 
(International)

（合意があった場合）
対応的調整

米国法人

相互協議
の申立て

相互協議

日本

1 2

3

4

5

相互協議
の申立て

国税庁 National 
Office

（東京）国税局

・非公式折衝
・APA申請 審査・協議

日本法人
グループ間取引

・Pre-filing Conference
・APA申請

米国法人

相互協議
の申立て

日本 米国

1

2

3
相互協議
の申立て

3

調査査察部 調査課
国際業務部 相互協議室

調査部 国際情報課

3

米国

District  
Office

1
2

審査・協議

4

Appeals 
Office

・Office of Associate
Chief Counsel                              
(International)                               
-APA Director
-Branch Chief
-Team Leader                                 
-Economist

・ Examination Team
- Case Manager                                        
- Team Coordinator
・ Economist
・District Counsel

・Office of Assistant
Commissioner                           
(International)                               
-Assistant Commissioner
-Analyst
(Tax Treaty Division)

相互協議

2. 事前確認制度における諸手続き（例：対米国）
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円滑な相互協議の進行に向けた支援とその体制

相互協議の早期解決に向けた支援

「相互協議」において早期解決を達成していくための重
要なポイントは、各税務当局を納得・満足させることで
す。そのためのサポートとして、分析資料の準備・検討、
各国税務当局との事前折衝等、相互協議円滑な進行を実
現するための対応すべき事項について、KPMGは強力に
企業をサポートします。

グローバルサポート体制

移転価格課税に関する相互協議においては、特定の所得
に対する各国の課税権が競合します。したがって、「相
互協議」により満足な結果を享受するためには、1国だ
けで なく２国間および多国間の当局を納得・満足させる
必要があり、そのためには各国における税制等の要件に
十分配慮することが重要となります。KPMGは、国内の
みならず、主要先進各国に100名以上もの移転価格問題
の専門家を配置する他、世界各国に事務所を開設し、グ
ローバルなサポートが重要となる政府間協議の支援に関
して充実したサポート体制を確立しています。

相互協議の特徴

各税務当局を納得・
満足させることが重要

移転価格に関する
国際通商問題への
知識と経験が必要

KPMGによる
グローバルサポート

◆相互協議の特徴
①長期にわたる議論と調整が行われるケースが一般的
→早期決着のためにはあらかじめ十分な分析資料の
準備・検討が必要
②最終的な解決までを保証する制度ではない
→解決のためにグローバルなアプローチが必要

→特に1つの利益を両国の課税当局が引き合うことになる
「移転価格」の事実は解決が容易ではない。

◆具体的には以下のような事項に関するサポートを行いま
す
▶各国税務当局への事前折衝
▶各国の案件に基づく「事前確認申出書」・「相互協議
申立書」および添付資料の作成
▶対象取引に関する詳細な資料の検討
▶各国の税制を考慮した移転価格分析資料の準備*1)

▶提出資料に関する権限ある当局への説明
▶相互協議合意後の「更正の請求」 *2)

*1）取引内容の説明、さらには「事実・機能分析」「産業
分析」「移転価格経済分析」などに関する事項を記載した
資料であり、作成には、多くの時間と高い専門性が要求
されます。
*2）日本の税務当局が移転価格課税を行い減額更正される
場合は必要ありません。

重要ポイント

早期における
相互協議の合意
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